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事 業 報 告                   

平成28年４月１日から 
平成29年３月31日まで 

 

１．企業集団の現況 

(1) 当事業年度の事業の状況 

① 事業の経過及び成果 

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費に停滞感がみられると

ともに、外国為替レートの変動や中国等の景気減速により輸出が低調にと

どまるなど景気回復はやや足踏みの状況となりました。 

またその他のアジア地域における経済は様々な要因により不確実な状況

が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは、顧客やスーパーバイザーの増

加に引き続き力を注いでまいりました。 

当期の当社グループの売上高は、総売上高54,733百万円（前期比26.7％

減少、為替の影響を除くと20.1％減少）、純売上高（売上割戻差引後）

30,683百万円（前期比26.9％減少、為替の影響を除くと20.4％減少）とな

りました。 

営業利益は、販売費及び一般管理費は減少したものの、主に純売上高の

減少により943百万円（前期比58.2％減少、為替の影響を除くと58.9％減

少）となりました。 

経常利益は183百万円（前期比82.8％減少、為替の影響を除くと90.0％

減少）、親会社株主に帰属する当期純損失は2,182百万円（前期は親会社

株主に帰属する当期純利益44百万円）となりました。 

 

② 資金調達の状況 

当期中における重要な資金調達はありません。 

 

③ 設備投資の状況 

当期中における重要な設備投資はありません。 

 



 

－  － 
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況 

① 企業集団の財産及び損益の状況 

区 分 
第40期 

(平成25年度)
第41期 

(平成26年度)
第42期 

(平成27年度)

第43期 
(平成28年度) 
(当連結会計年度) 

総 売 上 高(百万円) 92,114 91,105 74,633 54,733 

純 売 上 高(百万円) 50,868 51,450 41,988 30,683 

親会社株主に帰属す
る当期純利益又は
当期純損失（△）

(百万円) 7,324 3,993 44 △2,182 

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△）

(円) 432.44 291.07 3.28 △160.21 

総 資 産 (百万円) 46,835 51,870 47,149 40,785 

純 資 産 (百万円) 12,695 18,907 17,916 15,701 

 

② 当社の財産及び損益の状況 

区 分 
第40期 

(平成25年度)
第41期 

(平成26年度)
第42期 

(平成27年度)

第43期 
(平成28年度) 
(当事業年度) 

総 売 上 高(百万円) 250 357 650 560 

純 売 上 高(百万円) 250 357 650 560 

当 期 純 利 益 又 は
当期純損失（△）

(百万円) 57 74 △450 299 

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△）

(円) 3.37 5.41 △33.09 21.97 

総 資 産 (百万円) 4,969 4,803 4,538 4,396 

純 資 産 (百万円) 989 974 794 1,169 

 



 

－  － 
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況 

① 親会社の状況 

 当社の親会社はシルバー・ファミリー・ホールディングス・エルエル

シーで、同社は当社の株式8,069千株（議決権比率59.6％）を保有してお

ります。 

 

② 重要な子会社の状況 

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容 

 百万円 ％  

日本シャクリーホールディングス(株) 100 100 
（直接）

日 本 持 株 会 社 

 百万円 ％  

日 本 シ ャ ク リ ー                      (株) 100 100 
（間接）

栄養補給食品等の製造販売 

 米ドル ％  
シャクリーU.S.ホールディン
グ コ ー ポ レ ー シ ョ ン

30百万 100 
（直接）

米 国 持 株 会 社 

 百万円 ％  

シャクリー工業日本                      (株) 30 100 
（間接）

栄 養 補 給 食 品 の 加 工 

 米ドル ％  

シャクリーコーポレーション 1 100 
（間接）

栄養補給食品、日用品、空気
及び水処理製品の製造販売 

 米ドル ％  

シ ャ ク リ ー U . S . , L L C 1 100 
（間接）

栄養補給食品、日用品、空気
及び水処理製品の製造販売 

 米ドル ％  
シ ャ ク リ ー イ ン タ ー
ナ シ ョ ナ ル  イ ン ク

45 100 
（間接）

栄養補給食品、日用品、空気
及び水処理製品の製造販売 

 
百万元 ％  

シャクリー(チャイナ)Co.Ltd. 80 100 
（間接）

栄養補給食品、日用品、空気
及び水処理製品の製造販売 

 マレーシアリンギット ％  

シャクリープロダクツ（マレーシア）Sdn.Bhd. 50万 100 
（間接） 栄養補給食品等の販売 

 



 

－  － 
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(4) 企業集団の対処すべき課題 

当社グループの世界的なビジネスは、今後とも世界的な景気後退や不安定

な経済状況の影響を受け続けることになります。 

さらに世界の多くの国で景気活性化策としてとられている財政による景気

刺激策は、次年度において更なるインフレ要因となり、当社グループのコス

トを上昇させる要因ともなりかねません。 

また、業界内での更なる厳しい競争、その他の業界からの競争者の参入に

よる競争の激化は、当社グループの今後の売上、収益に大きな影響を及ぼし

ます。 

勿論、引き続き当社グループは、メンバーに対し新製品と付加価値を提供

するとともに、営業基盤を強化し、売上増加に努めてまいります。 

なお当社グループの事業は、主力製品である栄養補給食品及びダイレクト

セリングのビジネスモデルに関して、異なる市場ごとに異なる規制を受けて

おり、またそれらの規制は変更される可能性があります。 

当社グループが事業を展開する大市場における政府当局による厳格な規制

の実施、あるいは現行及び将来の規制の拡大解釈や規制執行の強化が、当社

グループの事業に対して個々に又は総合的に不利な影響を及ぼすリスクがあ

ります。そのため将来における法律、規制、政策の変更並びに、それらに

よって発生する制度や習慣の変化が、当社グループの収益に影響を及ぼす恐

れがあります。 

また様々な市場での当社グループの事業の拡大により、当社事業のインフ

ラや環境整備が消費者の需要の拡大に対応できない場合の、製品の供給途絶

のリスクが増加しております。 

 

(5) 主要な事業内容（平成29年３月31日現在） 

当社グループは栄養補給食品、パーソナルケア製品及びホームケア製品の

製造並びに販売を行っております。 

 



 

－  － 
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(6) 主要な拠点等（平成29年３月31日現在） 

本社 東京都新宿区（当社は純粋持株会社として事業統括を行っておりま

す） 

主要グループ会社 

国内拠点 

日本シャクリーホールディングス株式会社（東京都新宿区） 

日本シャクリー株式会社本社（東京都新宿区）及び９事業所 

シャクリー工業日本株式会社（静岡県富士宮市） 

国外拠点 

Shaklee U.S. Holdings Corporation （米国） 

Shaklee Corporation        （ 〃 ） 

Shaklee U.S.,LLC          （ 〃 ） 

Shaklee International,Inc.     （ 〃 ） 

Shaklee (China)Co.Ltd.       （中国） 

Shaklee Products (Malaysia)Sdn.Bhd.（マレーシア） 

 

(7) 企業集団の使用人の状況（平成29年３月31日現在） 

 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 

国 内 112名 １名減 

国 外 893名 81名減 

合 計 1,005名 82名減 

 

(8) 主要な借入先（平成29年３月31日現在） 

借 入 先 借 入 額 

（株）みずほ銀行 3,956百万円 

（株）新生銀行 3,107百万円 

 

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項 

該当する事項はありません。 

 



 

－  － 
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２．会社の現況 

(1) 株式の状況（平成29年３月31日現在） 

① 発行可能株式総数 80,000,000株 

② 発行済株式の総数 25,920,000株 

③ 株  主  数 601名 

④ 大株主 

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 

シルバー・ファミリー・ホールディングス・エルエルシー 8,069,274株 59.24％ 

ザ チェースマンハッタン バンク エヌエイ
ロンドン スペシャル アカウント ナンバーワン

2,005,101 14.72 

プロスペクト ジャパン ファンド リミテッド 1,308,000 9.60 

楽 天 証 券 株 式 会 社 471,000 3.45 

日 本 シ ャ ク リ ー 取 引 先 持 株 会 277,352 2.03 

M S C O  C U S T O M E R  S E C U R I T I E S 143,000 1.04 

阪 田 和 弘 123,000 0.90 

渡 邉  薫 88,000 0.64 

東京海上日動火災保険株式会社 83,280 0.61 

G O V E R N M E N T  O F  N O R W A Y 50,000 0.36 

（注）１．当社は自己株式を12,299,048株保有しておりますが、上記大株主からは除外し
ております。 

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。 

 



 

－  － 
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(2) 新株予約権等の状況 

① 事業年度末日における当社役員が有する新株予約権の状況（平成29年３

月31日現在） 

発 行 決 議 の 日 平成26年11月25日 平成28年５月20日 

新 株 予 約 権 の 数 1,000,000個 2,000,000個 

新 株 予 約 権 の 目 的 と
な る 株 式 の 種 類 と 数

普 通 株 式
1,000,000株

(新株予約権１個当たり１株)

普 通 株 式 
2,000,000株 

(新株予約権１個当たり１株) 

新株予約権の発行価額 無 償 無 償 

新株予約権の行使時の払込金額 2,271円 1,380円 

新株予約権の行使期間
平成26年12月11日から 
平成36年12月10日まで 

平成28年６月９日から 
平成38年６月８日まで 

新株予約権の行使の条件

１）各新株予約権の一部は
行使できないものとす
る。 

２）新株予約権者は、本新
株予約権を行使する日に
おいて、当社又は当社子
会社の取締役、執行役、
従業員又はこれらに準ず
る者の地位にあることを
要する。 

３）この他の条件は、別途
定めるところによる。 

１）各新株予約権の一部は
行使できないものとす
る。 

２）新株予約権者は、本新
株予約権を行使する日に
おいて、当社又は当社子
会社の取締役、執行役、
従業員又はこれらに準ず
る者の地位にあることを
要する。 

３）この他の条件は、別途
定めるところによる。 

役員の保有状況 執 行 役 保有者数 １名 保有者数 １名 

 

② 当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権の状況 

 該当する事項はありません。 

 



 

－  － 
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(3) 会社役員の状況 

① 取締役及び執行役の状況（平成29年３月31日現在） 

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

取 締 役
代 表 執 行 役
会 長 ・ 社 長 兼 C E O

ロジャー・バーネット

指名委員 

日本シャクリーホールディングス株式

会社代表取締役会長兼CEO 

日本シャクリー株式会社代表取締役会

長兼CEO 

シルバー・ファミリー・ホールディン

グス・エルエルシー マネージング・

ディレクター 

アクティベイテッド・ホールディング

ス・エルエルシー マネージング・

パートナー 

代 表 執 行 役 堂 山 昌 司

日本シャクリーホールディングス株式

会社代表取締役社長 

日本シャクリー株式会社代表取締役社

長 

代 表 執 行 役 湯 田 芳 久
管理本部長 

日本シャクリー株式会社代表取締役 

取 締 役 ポ ー ル ・ ハ ー レ ー 報酬委員 

取 締 役 マイケル・ベィツェル
日本シャクリーホールディングス株式

会社取締役 

日本シャクリー株式会社取締役 

取 締 役 レ ジ ャ ・ サ ベ ッ ト

指名委員、報酬委員、監査委員 

日本シャクリーホールディングス株式

会社監査役 

日本シャクリー株式会社監査役 

取 締 役 マ ー ク ・ オ ス ト ロ フ 指名委員、報酬委員、監査委員 

取 締 役 マイケル・デュビリエ 監査委員 

（注）１．ポール・ハーレー、レジャ・サベット、マーク・オストロフ、マイケル・デュ

ビリエの各氏は社外取締役であります。 

なお、当社はマイケル・デュビリエ氏を独立役員とする独立役員届出書を東京

証券取引所に届け出ております。 

２．当該事業年度に係る社外役員の重要な兼職の状況 

・取締役ポール・ハーレー氏は、アルセット・ホールディングス・エルエルシー

のマネージング・パートナーを兼務しております。当社と兼務先との間には特

別な関係はありません。 

・取締役レジャ・サベット氏は、ガルフ・アソシエイツ・インクのマネージン

グ・プリンシパル、日本シャクリーホールディングス株式会社の監査役、日本

シャクリー株式会社の監査役及びザ・パーフェクト・シップ・インクの取締役

を兼務しております。日本シャクリーホールディングス株式会社及び日本シャ

クリー株式会社は当社の子会社であるほか、当社と兼務先との間には特別な関



 

－  － 
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係はありません。 

・取締役マーク・オストロフ氏は、アロイ・アセット・マネジメントのＣＥＯ兼

マネージング・パートナーを兼務しております。当社と兼務先との間には特別

な関係はありません。 

・取締役マイケル・デュビリエ氏は、デュビリエ＆カンパニーのマネージング・

ディレクター、システック・インターナショナル・インクの取締役、ディー

シー・セイフティ・セールスカンパニー・インクの取締役、ブルーグラス・デ

アリーアンドフード・インクの取締役、クリアロン・ファイバー・ネットワー

クの取締役会会長及びアクロウ・ブリッジの取締役を兼務しております。当社

と各兼務先との間には特別な関係はありません。 

３．取締役と当社の特定関係事業者との関係 

取締役レジャ・サベット氏は、現在、日本シャクリーホールディングス株式会

社及び日本シャクリー株式会社の監査役並びにシルバー・ファミリー・ホール

ディングス・エルエルシーを単独受益者としてザ・パーフェクト・シップ・イ

ンクの持分を有する信託の受託者であります。 

取締役ポール・ハーレー氏がマネージング・パートナーを務めるアルセット・

ホールディングス・エルエルシーは、平成28年度において、当社の特定関係事

業者であるシャクリーコーポレーションとの間のコンサルティング契約に基づ

く報酬を受けております。また、アルセット・ホールディングス・エルエル

シーは、平成29年度における業務提供とその報酬を定めるコンサルティング契

約をシャクリーコーポレーションとの間で締結しております。 

４．常勤の監査委員の選定の有無及びその理由 

当社は、監査委員会の職務を補助すべきものとして監査部を設置し、その責任

者である監査部長は、監査委員会と代表執行役の双方に対して報告を行うとと

もに、監査委員からの質問には速やかに回答する体制であり、監査委員会の監

査が実効的に行われることを確保していることから、常勤の監査委員を選定し

ておりません。 

 

② 事業年度中に退任した取締役及び執行役 

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況 退 任 日 

取 締 役 ジム・タナンバウム － 平成28年12月31日 

（注）１．取締役ジム・タナンバウム氏は、辞任による退任であります。 

２．ジム・タナンバウム氏は社外取締役でした。 

 



 

－  － 
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③ 報酬委員会による取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容の決定

に関する方針 

 取締役については、各取締役の職務内容を鑑みて、無報酬又は、固定金

額及びストック・オプションとして定めます。その支給水準については、

経済情勢、当社の状況、各取締役の職務の内容を参考にして相当と思われ

る金額を限度とします。 

 執行役については、各執行役の職務内容を鑑みて、基本報酬、業績連動

型報酬、ストック・オプション、退職慰労金の組み合わせで定めます。業

績連動型報酬については、売上高、ＥＢＩＴＤＡ、キャッシュフロー及び

その他の報酬委員会が適切と認める要素を業績判定基準とし、その達成状

況に応じて変動させます。各執行役の基本報酬を含む総報酬の支給水準に

ついては、経済情勢、当社の状況、各執行役の職務の内容を参考にして相

当と思われる金額を限度とします。 

 

④ 取締役及び執行役の報酬等 

 平成26年11月25日及び平成28年５月20日開催の取締役会の決議に基づき、

ストック・オプションとしての新株予約権204百万円を執行役１名に付与

いたしました。ストック・オプションの付与状況の詳細は、前項「新株予

約権等の状況」に記載のとおりです。 

 また、社外取締役５名に対し総額72百万円の報酬等がありました。 

 

⑤ 社外役員の当該事業年度における主な活動状況 

 ポール・ハーレー氏は、当該事業年度中の９回の取締役会うち８回に出

席しました。 

 レジャ・サベット氏は、当該事業年度中の９回の取締役会及び11回の監

査委員会すべてに出席しました。 

 ジム・タナンバウム氏は、その在任中、６回の取締役会のうち２回に出

席しました。 

 マーク・オストロフ氏は、当該事業年度中の９回の取締役会及び11回の

監査委員会すべてに出席しました。 

 マイケル・デュビリエ氏は、当該事業年度中の９回の取締役会及び11回

の監査委員会すべてに出席しました。 

 いずれの社外取締役も、出席した取締役会において適宜必要な発言をし

ました。 

 いずれの監査委員も、出席した監査委員会において適宜必要な発言をし

ました。 



 

－  － 
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⑥ 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者を除

く）との親族関係 

 該当する事項はありません。 

 

⑦ 責任限定契約の内容の概要 

 いずれの社外取締役も、当社と会社法第423条第１項の賠償責任を限定

する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金300万

円と法令の定める最低限度額のいずれか高い額となります。 

 

(4) 会計監査人の状況 

① 名称  新日本有限責任監査法人 

 

② 報酬等の額 

 支 払 額 

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 50百万円 

当社及び子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益
の合計額 

50百万円 

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれ

らの合計額を記載しております。 

２．監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報

酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったう

えで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。 

 

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 

 特に定めていません。 

 

④ 会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分 

 金融庁が平成27年12月22日付けで発表した懲戒処分の内容の概要 

・処分対象 

新日本有限責任監査法人 

・処分内容 

平成28年１月１日から同年３月31日までの３ヶ月間の契約の新規締結に

関する業務の停止 



 

－  － 
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・処分の理由 

社員の過失による虚偽証明 

監査法人の運営が著しく不当であったこと 

 

(5) 業務の適正を確保するための体制 

① 監査委員会の職務を補助すべき使用人及びその使用人の執行役からの独

立性の確保及び指示の実効性の確保に関する事項 

・監査委員会の職務を補助すべき使用人は、監査部に属する使用人とし

（「職務補助者」という。）、その責任者は、監査部長とし、同人は、

監査委員会と代表執行役の双方に対して報告する義務を負います。 

・監査補助者は、監査委員会の指揮命令に服します。 

・職務補助者の任命、解雇、配転及び人事異動等雇用条件に関する事項に

ついては、監査委員会の同意を要するものとします。 

・監査委員会の職務補助者の賃金その他の報酬についても、監査委員会の

同意を要するものとします。 

・執行役は、職務補助者がその職務を遂行するうえで不当な制約を受ける

ことがないよう配慮するものとします。 

 

② 当社の執行役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人等が監査委員

会に報告すべき事項その他の監査委員会に対して報告するための体制に

関する事項 

・取締役会の決議により執行役が委任を受けた当該決定事項及び関連情報

に関する事項 

・当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事

実に関する事項 

・そのほか当社社内規則に規定された報告事項 

・当社グループの役職員は、執行役が当社の目的の範囲外の行為その他法

令もしくは定款に違反する行為をしていると認めるとき又はそのおそれ

がある場合には、その内容を遅滞なく監査委員会に報告するものとしま

す。 

・上記報告をした者は、通知をしたことを理由として就業条件その他に関

して一切の不利益を受けないものとします。 

・執行役及び担当管理職その他の使用人は、監査委員会の要求があった場

合には、監査委員会に出席して、必要な資料を添えて説明又は意見陳述

をしなければならないこととします。 

 



 

－  － 
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③ 執行役の職務に関する情報の保存及び管理に関する事項 

執行役は、文書管理規則に従い、職務執行に係る情報を文書により保存

しなければならないこととします。 

 

④ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関する事項 

・当社の損失の危険の管理方法等については、「リスク管理規則」により

ます。 

・執行役の法令遵守・効率的な職務執行のための体制その他の事項につい

ては、「コンプライアンス規則」によります。 

 

⑤ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ、効率的に行われる

ことを確保するための体制に関するその他の事項 

・各取締役、執行役及び使用人は内部統制規則及び内部統制規則に関連す

る規則を遵守します。 

・違反のある場合、又はおそれがあると合理的に思料される場合、各人は、

その職務上義務がない場合でも、代表執行役及び監査委員にその旨を通

知することができることとします（同人らが当事者である場合には、そ

の他の取締役又は執行役に対して通知ができることとします。）。この

通知をした者は、通知をしたことによって、就業条件その他に関して一

切の不利益を受けないものとします。 

 

⑥ 反社会的勢力の介入排除に関する事項 

各取締役、執行役及び従業員（以下「役職員」という。）は、暴力、威

力と詐欺的手段を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人（以下

「反社会的勢力」という。）とは一切関係をもちません。役職員は、相

手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に通常必要と思われる

注意を払うとともに、反社会的勢力と知らずに何らかの関係を有してし

まった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会

的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消します。役

職員は、反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の

被害を防止するため、融資契約等の契約書や取引約款に暴力団排除条項

を導入するとともに、可能な範囲で自社株の取引状況を確認するなどし、

適切な対応を行います。役職員は、反社会的勢力による不当要求がなさ

れた場合や、反社会的勢力と疑われる人物・団体から連絡があった場合

には、当該情報を、速やかに管理本部長に報告し、管理本部長は必要に

応じて、これを執行役社長に報告するほか、外部専門機関に相談するも



 

－  － 
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のとします。また、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための

指針」（平成19年６月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ）を遵守し、

管理本部長は、反社会的勢力の介入排除を実現するため、役職員に対し

社内研修の実施その他の方法によりこれを周知徹底します。 

 

⑦ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するため

の体制 

・当社及びグループ会社は、当社グループの内部統制の構築を目指し、他

の内部統制担当部署及びグループ各社の業務を所管する部署と連携し、

グループ各社における内部統制の実効性を高める施策を実施すると共に、

必要なグループ各社への指導・支援を実施します。 

・当社は、当社グループ会社に対してその業績状況、決算状況などについ

て、定期的・継続的に当会社へ報告させるものとします。 

 

⑧ その他監査委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・監査委員会は、必要に応じ、当会社の費用（法律上認められる範囲内に

限る）において社外の専門家を利用することができます。 

・執行役及び従業員は監査委員会の監査に対して協力し、それを妨げるよ

うな行為をしてはならないものとします。 

・監査委員又は監査委員会より、監査の実施のために必要な費用の前払の

請求又は支払の日以後における償還の請求があった場合、当会社は当該

請求が監査委員又は監査委員会の職務執行に必要でないことを証明した

場合を除き、これを拒むことができないものとします。 

【運用状況の概要】 

・各取締役及び執行役は、業務の適正を確保するための体制の運用状況の

確認及び評価を定期的に行い、その結果を取締役会に報告しております。 

・各取締役及び執行役は、業務の適正を確保するための体制の評価結果、

その他の状況を勘案し、必要に応じて、業務の適正を確保するための措

置を講じております。 

 

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針 

 当社は、株主価値の向上を経営上の最重要課題のひとつとして認識してお

り、厳しい経営環境のもとにおいても、株主価値の向上を目的として、売上

及び利益の向上、財務体質の改善など経営基盤の強化に努めております。配

当金につきましては、会社の今後の業績及び将来の成長を図るための投資の

必要性などを勘案し、適切な配当政策を検討しております。なお過去７期に



 

－  － 
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わたり配当を見送らせていただいておりますが、来期配当金につきましては

上記事情を勘案し無配とさせていただきます。 

 

(7) 会社の支配に関する基本方針 

 特に定めていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示して

おります。 



 

－  － 
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連 結 貸 借 対 照 表                   

（平成29年３月31日現在） 
（単位：百万円） 

 科 目 金 額 科 目 金 額 

（資  産  の  部） （負  債  の  部）  

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

未 収 還 付 法 人 税 等

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物

機 械 装 置

車 両

器 具 備 品

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産 

の れ ん

商 標

そ の 他

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 投 資

貸 倒 引 当 金

26,586

19,045

1,458

2,601

1,262

480

821

708

223

△15

14,198

3,009

1,486

730

648

108

30

5

9,847

4,309

4,323

1,214

1,341

21

158

220

257

171

588

△78

流 動 負 債 8,982 

買 掛 金 1,523 

一年以内返済長期借入金 693 

短 期 リ ー ス 債 務 457 

未 払 売 上 割 戻 金 2,454 

未 払 法 人 税 等 166 

未 払 費 用 2,134 

代理店研修会議費引当金 136 

ポ イ ン ト 引 当 金 135 

前 受 金 207 

そ の 他 1,072 

固 定 負 債 16,101 

長 期 借 入 金 10,405 

長 期 リ ー ス 債 務 1,714 

退職給付に係る負債 1,924 

役員退職慰労引当金 38 

繰 延 税 金 負 債 381 

そ の 他 1,637 

負 債 合 計 25,083 

（純 資 産 の 部）  

株 主 資 本 14,431 

資 本 金 100 

資 本 剰 余 金 1,205 

利 益 剰 余 金 20,456 

自 己 株 式 △7,330 

その他の包括利益累計額 672 

その他有価証券評価差額金 7 

為替換算調整勘定 998 

退職給付に係る調整累計額 △333 

新 株 予 約 権 598 

純 資 産 合 計 15,701 

資 産 合 計 40,785 負債・純資産合計 40,785 



 

－  － 
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連 結 損 益 計 算 書                   

平成28年４月１日から 
平成29年３月31日まで 

（単位：百万円） 

 
科 目 金 額 

売 上 高 30,683 

売 上 原 価 11,409 

売 上 総 利 益 19,273 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 18,330 

営 業 利 益 943 

営 業 外 収 益  

受 取 利 息 及 び 配 当 金 56  

そ の 他 22 78 

営 業 外 費 用  

支 払 利 息 560  

為 替 差 損 51  

支 払 手 数 料 82  

そ の 他 143 837 

経 常 利 益 183 

特 別 利 益  

新 株 予 約 権 戻 入 額 126 126 

特 別 損 失  

特 別 退 職 金 118  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 54 172 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 136 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 993  

法 人 税 等 調 整 額 1,325 2,319 

当 期 純 損 失 △2,182 

親会社株主に帰属する当期純損失 △2,182 

 



 

－  － 
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連結株主資本等変動計算書 

平成28年４月１日から 
平成29年３月31日まで 

（単位：百万円） 

 
 

株 主 資 本 

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計 

当 期 首 残 高 100 1,205 22,639 △7,328 16,616 

当 期 変 動 額  

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

－ － △2,182 － △2,182 

自 己 株 式 の 取 得 － － － △2 △2 

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額                (純額)

－ － － － － 

当 期 変 動 額 合 計 － － △2,182 △2 △2,185 

当 期 末 残 高 100 1,205 20,456 △7,330 14,431 

 

 

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 

新株予約権 純資産合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 4 1,361 △586 779 520 17,916 

当 期 変 動 額  

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

－ － － － － △2,182 

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － △2 

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額                (純額)

2 △362 253 △107 77 △29 

当 期 変 動 額 合 計 2 △362 253 △107 77 △2,214 

当 期 末 残 高 7 998 △333 672 598 15,701 

 



 

－  － 
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連 結 注 記 表               

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

(1) 連結の範囲に関する事項 

① 連結子会社の数  26社 

② 主要な連結子会社の名称 

日本シャクリーホールディングス株式会社 

日本シャクリー株式会社 

シャクリー工業日本株式会社 

Shaklee U.S.Holdings Corporation 

Shaklee Corporation 

Shaklee U.S.,LLC 

Shaklee International,Inc. 

Shaklee (China)Co.Ltd. 

Shaklee Products (Malaysia)Sdn.Bhd. 

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうちShaklee (China)Co.Ltd.及びShaklee Mexico S.A. de C.V.の決

算日は12月31日ですが、連結決算日での仮決算を行った計算書類を使用して、連結決

算を行っております。 

(3) 会計方針に関する事項 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

ａ．その他有価証券の評価基準及び評価方法 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定。）によっております。 

ｂ．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 国内連結子会社は先入先出法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低

下による簿価切下げの方法。）によっております。 

 在外連結子会社は先入先出法による低価法によっております。 

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

ａ．有形固定資産（リース資産を除く。） 

 当社及び国内連結子会社は定率法、在外連結子会社は定額法によっております。

ただし、当社及び国内連結子会社の建物附属設備は定額法によっております。 

ｂ．無形固定資産               

 定額法によっております。 

 なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（３～８

年）に基づいております。 

ｃ．リ ー ス 資 産               

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 



 

－  － 
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③ 重要な引当金の計上基準 

ａ．貸 倒 引 当 金               

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

ｂ．代理店研修会議費引当金 

 販売代理店であるスーパーバイザーは、特定計算期間において所定の販売目標

を達成した場合に特定の国内または海外研修会議の参加資格を与えられます。代

理店研修会議費引当金は計算期間内に参加資格を獲得するであろうスーパーバイ

ザーに係る会社負担経費の見積額のうち、計算期間が当連結会計年度に対応する

部分に係る見積額であります。 

ｃ．ポイント引当金 

 一部の連結子会社は販売促進を目的とするポイント制度に基づき、顧客へ付与

したポイントの利用に備えるため、当連結会計年度末において将来利用されると

見込まれる額を計上しております。 

ｄ．役員退職慰労引当金 

 役員の退任に伴う退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく必要額を計上

しております。 

④ 外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建て金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社の資産及び負債は連結

決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部における「為替換算調整勘定」に含めて計上し

ております。 

⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項 

ａ．退職給付に係る会計処理の方法 

イ 退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期

間に帰属させる方法については、支給倍率基準によっております。なお一部の

国内連結子会社は退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。 

ロ 数理計算上の差異の費用処理方法 

 数理計算上の差異の処理については、平均残存勤務期間6.7年による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。 

ｂ．消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

ｃ．連結納税制度の適用 

 当社及び国内の連結子会社は、連結納税制度を適用しております。 



 

－  － 
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(4) のれんの償却に関する事項 

 のれんは、計上後20年にわたって均等償却しております。 

 

（追加情報） 

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平

成28年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。 

 

２．連結貸借対照表に関する注記 

(1) 担保に供している資産  関係会社株式 4,446百万円 

 上記の関係会社株式は、連結子会社株式であり、連結貸借対照表には計上されてお

りません。 

 なお、担保債務は一年以内返済長期借入金693百万円及び長期借入金10,405百万円

であります。 

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 6,320百万円 

 

３．連結損益計算書に関する注記 

(1) 特別退職金 

 当連結会計年度において、中国子会社のシャクリー（チャイナ）Co.Ltd.と米国子

会社のシャクリーコーポレーションにおいて経費削減のため合計91名の特別退職を実

施したことによります。 

 これは連結損益計算書の「特別退職金」として表示しております。 

(2) 貸倒引当金繰入額 

 当連結会計年度において、米国子会社のシャクリーコーポレーションはその保有す

るパーフェクト・シップ・インク発行の新株予約権付約束手形等について回収可能性

を検討した結果、引当金を計上しております。 

 これは連結損益計算書の「貸倒引当金繰入額」として表示しております。 

 

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 発行済株式の総数に関する事項 

株 式 の 種 類
当連結会計年度期首
の 株 式 数            (千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末の 
株 式 数           (千株) 

普 通 株 式 25,920 － － 25,920 

 

(2) 自己株式の数に関する事項 

株 式 の 種 類
当連結会計年度期首

の 株 式 数            (千株)

当連結会計年度

増加株式数(千株)

当連結会計年度

減少株式数(千株)

当連結会計年度末の 

株 式 数           (千株) 

普 通 株 式 12,296 2 － 12,299 

（注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取り２千株による増加であります。 



 

－  － 
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５．金融商品に関する注記 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、資金運用については安全性の高い預金等に限定し、また資金調

達については銀行借入による方針であります。 

② 金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

 長期貸付金は、米国関係会社の従業員に対する貸付金であり、これらについては

信用リスクに晒されております。 

 投資有価証券である株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。 

 敷金及び保証金は賃貸業者の信用リスクに晒されております。 

 その他の投資については、信用リスクに晒されております。 

 営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。 

 借入金は主に関係会社取得に伴う資金調達に係るものであります。またファイナ

ンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係るものであります。営業債

務や借入金は、流動性リスクに晒されております。 

③ 金融商品に係るリスク管理体制 

ａ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社グループは与信管理規程に従い、営業債権について、取引先ごとの期日管

理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制

としております。 

 敷金及び保証金は賃貸業者の信用リスクに晒されておりますが、リスクを軽減

するために、信用度の高い不動産業者とのみ取引を行っております。 

 長期貸付金は、米国関係会社の従業員に対する貸付金であり、定期的に残高管

理を行っております。 

 その他の投資については、新株予約権付約束手形に対する投資であり、発行元

の信用状況を定期的に把握する体制としております。 

ｂ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 投資有価証券である株式については、市場価格の変動リスクに晒されておりま

すが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し保有状況を継続的に見直して

おります。 

ｃ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の

管理 

 当社グループでは、各社が適時に資金繰り計画を作成するとともに、手元流動

性の維持などにより流動性リスクを管理しております。また、不測の事態に備え

て、コミットメントライン契約を結んでおります。なお金融機関との間に財務制

限条項があります。 



 

－  － 
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④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を

織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す

ることもあります。 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

 平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。 

   （単位：百万円）
 

 
連結貸借対照表
計 上 額

時 価 差 額 

(1) 現金及び預金 19,045 19,045 － 

(2) 売掛金 1,458  

貸倒引当金（＊１） △15  

 1,443 1,443 － 

(3) 未収還付法人税等 480 480 － 

(4) 投資有価証券 21 21 － 

(5) 長期貸付金 158 160 2 

(6) 敷金及び保証金 257 204 △53 

(7) その他の投資 78  

貸倒引当金（＊２） △78  

 － － － 

資産計 21,407 21,356 △51 

(1) 買掛金 1,523 1,523 － 

(2) 一年以内返済長期借入金 693 693 － 

(3) 短期リース債務 457 454 △2 

(4) 未払売上割戻金 2,454 2,454 － 

(5) 未払法人税等 166 166 － 

(6) 長期借入金 10,405 10,405 － 

(7) 長期リース債務 1,714 1,707 △6 

負債計 17,414 17,405 △9 

（＊１）売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。 

（＊２）その他の投資については個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 



 

－  － 
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 未収還付法人税等 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。 

(4) 投資有価証券 

 投資有価証券の時価は、取引所の相場によっております。 

 なお、有価証券の保有目的は「その他有価証券」に分類され、これに関する連結貸

借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりであります。 

   （単位：百万円）
 

 種 類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差 額 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 10 21 11 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 － － － 

合 計  10 21 11 

 

(5) 長期貸付金 

 長期貸付金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な

利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

(6) 敷金及び保証金 

 これらの時価の算定は、その将来回収見込み額を国債の利回り等適切な利率で割り

引いた現在価値により算定しております。 

(7) その他の投資 

 その他の投資は、貸倒引当金控除後の価額を時価としております。 

 

負 債 

(1) 買掛金、(4) 未払売上割戻金、(5) 未払法人税等 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。 

(2) 一年以内返済長期借入金、(6) 長期借入金、 

 これらは、変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。 

(3) 短期リース債務、(7) 長期リース債務 

 これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて算定する方法によっております。 

 



 

－  － 
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（注２）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

   （単位：百万円）
 

 １ 年 以 内 １年超５年以内 ５ 年 超 

現 金 及 び 預 金 19,045 － － 

売 掛 金 1,458 － － 

未 収 還 付 法 人 税 等 480 － － 

長 期 貸 付 金 39 119 － 

敷 金 及 び 保 証 金 － 2 255 

そ の 他 の 投 資 － 56 － 

合 計 21,023 178 255 

 

（注３）長期借入金及びその他の有利子負債の返済予定額 

   （単位：百万円）
 
 １ 年 以 内 １年超５年以内 ５ 年 超 

長 期 借 入 金 693 10,405 － 

長 期 リ ー ス 債 務 457 1,182 531 

合 計 1,150 11,588 531 

 

６．１株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 1,108円86銭 

(2) １株当たり当期純損失 △160円21銭 

 

７．重要な後発事象に関する注記 

 該当する事項はありません。 

 

８．その他の注記 

 該当する事項はありません。 

 



 

－  － 
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貸 借 対 照 表 

（平成29年３月31日現在） 
（単位：百万円） 

 
科 目 金 額 科 目 金 額 

（資 産 の 部） （負 債 の 部）  

流 動 資 産 636 流 動 負 債 231 

現 金 及 び 預 金 438 未 払 金 138 

未 収 金 139 未 払 法 人 税 等 11 

未 収 還 付 法 人 税 等 39 未 払 費 用 80 

繰 延 税 金 資 産 12 預 り 金 1 

そ の 他 6 固 定 負 債 2,996 

固 定 資 産 3,760 長 期 借 入 金 2,996 

投資その他の資産 3,760 負 債 合 計 3,227 

関 係 会 社 株 式 3,760 （純 資 産 の 部）  

長 期 貸 付 金 595 株 主 資 本 571 

貸 倒 引 当 金 △595 資 本 金 100 

 資 本 剰 余 金 1,205 

 そ の 他 資 本 剰 余 金 1,205 

 利 益 剰 余 金 6,596 

 利 益 準 備 金 324 

 そ の 他 利 益 剰 余 金 6,272 

 別 途 積 立 金 3,000 

 繰 越 利 益 剰 余 金 3,272 

 自 己 株 式 △7,330 

 新 株 予 約 権 598 

 純 資 産 合 計 1,169 

資 産 合 計 4,396 負債・純資産合計 4,396 



 

－  － 
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損 益 計 算 書 

平成28年４月１日から 
平成29年３月31日まで 

（単位：百万円） 

 
科 目 金 額 

営 業 収 益 560 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 363 

営 業 利 益 196 

営 業 外 収 益  

そ の 他 0 0 

営 業 外 費 用  

支 払 利 息 77 77 

経 常 利 益 119 

特 別 利 益  

新 株 予 約 権 戻 入 益 126 126 

税 引 前 当 期 純 利 益 245 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △52  

法 人 税 等 調 整 額 △1 △53 

当 期 純 利 益 299 

 



 

－  － 
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株主資本等変動計算書 

平成28年４月１日から 
平成29年３月31日まで 

（単位：百万円） 

 

 

株 主 資 本 

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金 

自己株式 
株主資本 
合 計 そ の 他

資本剰余金
利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 100 1,205 324 3,000 2,973 6,297 △7,328 274 

当 期 変 動 額   

当 期 純 利 益 － － － － 299 299 － 299 

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － △2 △2 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－ － － － － － － － 

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 299 299 △2 296 

当 期 末 残 高 100 1,205 324 3,000 3,272 6,596 △7,330 571 

 
 新株予約権 純資産合計

当 期 首 残 高 520 794

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 － 299

自 己 株 式 の 取 得 － △2

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

77 77

当 期 変 動 額 合 計 77 374

当 期 末 残 高 598 1,169

 



 

－  － 
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個 別 注 記 表               

１．重要な会計方針に係る事項 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式 

 移動平均法による原価法によっております。 

(2) 引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

② 連結納税制度の適用 

当社及び国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。 

 

（追加情報） 

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平

成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。 

 

２．貸借対照表に関する注記 

(1) 担保に供している資産 

担保提供資産  関係会社株式 3,760百万円 

上記に対応する債務 

連帯債務（偶発債務） 11,099百万円 

(2) 偶 発 債 務               

関係会社の金融機関からの借入に対し当社は連帯債務者となっております。 

日本シャクリーホールディングス株式会社 11,099百万円 

(3) 関係会社に対する金銭債権・債務は次のとおりであります。 

短期金銭債権               136百万円 

長期金銭債権               595百万円 

短期金銭債務               162百万円 

長期金銭債務               2,996百万円 

 



 

－  － 
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３．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 

営業取引による取引高 

営 業 収 益               560百万円 

営業取引以外の取引高 

営 業 外 費 用               77百万円 

 

４．株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

普 通 株 式               12,299,048株 

 

５．税効果会計に関する注記 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 

繰延税金資産 

 税務上の繰越欠損金 81百万円

 貸倒引当金 194百万円

 その他 16百万円

 繰延税金資産小計 292百万円

 評価性引当額 △279百万円

 繰延税金資産合計 12百万円

 繰延税金資産の純額 12百万円

 



 

－  － 
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６．関連当事者との取引に関する注記 

子会社 

属性 会社等の名称
資 本 金
(百万円)

事 業 の
内 容

議 決 権
の 所 有
割 合

関 係 内 容 

取引の内容
取引金額
(百万円)

科 目 
期末残高 
(百万円) 役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

日 本 シ ャ ク
リ ー ホ ー ル
デ ィ ン グ ス
株 式 会 社

100 持株会社 直接100％ 兼任３人
資金の
借 入

－ －
長期借入金 
（注）１ 

2,996 

利息の支払 77 未払費用 25 

連結納税
に伴う支
払予定額

137 未 払 金 137 

子会社
日 本 シ ャ ク
リー株式会社

100
栄養補給
食品等の
製造販売

間接100％ 兼任３人
連 結
納 税

連結納税
に伴う受
取予定額

131 未 収 金 131 

子会社
シ ャ ク リ ー
ワールドワイ
ド Pte.Ltd.

－ 持株会社 直接100％ 兼任１人
資金の
貸 付

－ －
長期貸付金 
（注）２ 

506 

子会社
Ｐ Ｔ シ ャ ク
リーインドネ
シ ア

－
栄養補給
食品等の
製造販売

間接 95％ 兼任１人
資金の
貸 付

－ －
長期貸付金 
（注）３ 

89 

取引条件及び取引条件の決定方針 

（注）１．資金の借入については、使途は自己株式取得資金であります。 

（注）２．資金の貸付については、使途は運転資金であります。期末残高に対して506百

万円の貸倒引当金を計上しており、当事業年度において受取利息は計上してお

りません。 

（注）３．資金の貸付については、使途は運転資金であります。期末残高に対して89百万

円の貸倒引当金を計上しており、当事業年度において受取利息は計上しており

ません。 

 

７．１株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 41円92銭 

(2) １株当たり当期純利益 21円97銭 

 

８．重要な後発事象に関する注記 

 該当する事項はありません。 

 

９．その他の注記 

 該当する事項はありません。 

 



 

－  － 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告 

独立監査人の監査報告書  

平成29年５月30日  
シャクリー・グローバル・グループ株式会社  

取締役会 御中  

新日本有限責任監査法人  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 阿 部 正 典  

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 寒河江 祐一郎  

 

 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、シャクリー・グローバル・グ
ループ株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計
算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。 
 
連結計算書類に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連
結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手
続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算
書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、
内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の
作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、シャクリー・グローバル・グループ株式会社及び連結子会
社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。 

以 上 

 



 

－  － 
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計算書類に係る会計監査人の監査報告 

独立監査人の監査報告書  

平成29年５月30日  
シャクリー・グローバル・グループ株式会社  

取締役会 御中  

新日本有限責任監査法人  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 阿 部 正 典  

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 寒河江 祐一郎  

 

 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、シャクリー・グローバ
ル・グループ株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第43期事業年度
の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書について監査を行った。 
 
計算書類等に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正
又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示
するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書
類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求め
ている。 
 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入
手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬
による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を
検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示
を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。 

以 上 

 



 

－  － 
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監査委員会の監査報告 

監 査 報 告 書  

 監査委員会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第43期事業

年度の事業報告書、計算書類及びこれらの附属明細書並びに連結計算書類を

受領しましたので、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査の方法及びその内容 

 監査委員会は、シャクリー・グローバル・グループ株式会社（「本会

社」）の経営陣の推薦により、新日本有限責任監査法人（「会計監査

人」）が、日本の会社法により要求される第43期事業年度に係る本会社の

計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類（「計算書類等」）の監

査を行うことを承認し、会計監査人による表明を通じて会計監査人による

監査が、日本における監査基準及びJGAAPに従って実施されたことを確認

いたしました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること

を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を

「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に

従って整備している旨の通知を受けました。 

 監査委員会は、当該事業年度の会計監査人の監査報告、事業報告書及び

その附属明細書（以下「事業報告等」という。）並びに計算書類等に関

し、会計監査人および本会社の経営陣両方と電話会合を行うとともに、監

査委員会の検討の一環として、会計監査人からの監査報告、事業報告等及

び計算書類等について会計監査人および本会社経営陣両方と議論する機会

を与えられました。 

 監査委員会は、会計監査人による添付の監査報告書、事業報告等及び計

算書類等の提供を受け、それらについて検討いたしました。 

 



 

－  － 
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２．監査結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

 監査委員会は、事業報告等が、法令及び定款に従い、本会社の状況を

正しく示していないという結論につながる事項を認識していません。 

(2) 計算書類等の監査結果 

 監査委員会は、会計監査人により行われた監査が、会計監査人からの

報告において監査委員会に提示されたとおり、日本で一般に認められる

会計基準に従っていないという結論につながる事項を認識しておらず、

また、会計監査人の無限定適正意見において述べられるように、第43期

事業年度に係る計算書類等が、本会社の財務状況および決算報告を正し

く示していないという結論につながるような事項を認識していません。 

 

３．監査委員の意見（異なる監査意見がある場合） 

 ありません。 

 

４．重要な後発事象 

 ありません。 

 

平成29年５月30日（東京時間）（平成29年５月29日（ニューヨーク時間））  

シャクリー・グローバル・グループ株式会社 監査委員会  

監 査 委 員
マイケル・デュビリエ 
(Michael Dubilier) 

 

監 査 委 員
マーク・オストロフ 
(Mar k  O s t r o f f ) 

 

監 査 委 員
レジャ・サベット 
( R e j a  S a b e t ) 

 

 

（注）監査委員マイケル・デュビリエ、マーク・オストロフ、及びレジャ・

サベットの各氏は、社外取締役であります。 
 

以 上 


